
働くすべての人が自ら成長し続けられる、活気ある企業風土を創るため、次のように行動計画を
策定する。

１．計画期間　　2020年4月1日～2024年3月31日の5年間

２．内容

＜対策＞
・育児休業等・介護休業等の運用改善

・育児休業等・介護休業等の認知促進を行うことで、全従業員の就労継続化に取り組む

・現状の働き方に限定されない在宅勤務等の新しい働き方の実現

2020年4月1日

株式会社　坂角総本舖　行動計画

目標　：　ひとりひとりが働き続けられる働き方の見直し


